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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色を発光可能な無線タグと情報の送受信を行う送受信装置であって、
　該無線タグの識別子を示すタグ識別情報と商品の識別子を示す商品識別情報とを関連付
けたタグ商品関連テーブルと、
　該商品識別情報と、該無線タグの発光する色を設定した発光色情報とを関連付けて記憶
した商品管理テーブルと、
　該無線タグからタグ識別情報を受信する受信手段と、
　受信した該タグ識別情報に対応する商品識別情報を該タグ商品関連テーブルから読み込
み、検索された該商品識別情報に対応する発光色情報を該商品管理テーブルから読み込む
処理手段と、
　該受信手段で該タグ識別情報を受信し且つ該商品識別情報を読み込んだ無線タグに、当
該商品識別情報に対応する該発光色情報を含む表示依頼を送信する送信手段とを有するこ
とを特徴とする送受信装置。
【請求項２】
　該商品管理テーブルは更に商品の色の情報を記憶することを特徴とする請求項１に記載
の送受信装置。
【請求項３】
　複数の色を発光可能な無線タグと情報の送受信をコンピュータに実行させる送受信プロ
グラムであって、
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　該コンピュータは、該無線タグの識別子を示すタグ識別情報と商品の識別子を示す商品
識別情報とを関連付けたタグ商品関連テーブル、および該商品識別情報と該無線タグの発
光する色を設定した発光色情報とを関連付けて記憶した商品管理テーブルを記憶するメモ
リを有し、
　該コンピュータに、
　該無線タグからタグ識別情報を受信し、
　受信した該タグ識別情報に対応する商品識別情報を該タグ商品関連テーブルから読み込
み、
　検索された該商品識別情報に対応する発光色情報を該商品管理テーブルから読み込み、
　該受信手段で該タグ識別情報を受信し且つ該商品識別情報を読み込んだ無線タグに、当
該商品識別情報に対応する該発光色情報を含む表示依頼を送信する
処理を実行させることを特徴とする送受信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品に付された無線タグの情報を無線タグ送受信装置により読み込む際に、
当該無線タグ送受信装置が当該無線タグの情報を読み込めたか否かを作業者が容易に判別
可能とするための無線タグ送受信装置の提供及び、判別可能とするプログラムの提供に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、従来のバーコードに代わり、無線タグを用いて、物品を識別・管理する手法が広
まっている。
【０００３】
　無線タグとは、対象物を識別するための無線タグにデータを記憶し、電波や電磁波で無
線タグ送受信装置と交信するものである。無線タグには、無線タグ送受信装置のアンテナ
側からの非接触電力伝送技術により、電池を持たない半永久的に利用可能なものもある。
【０００４】
　従来のバーコードによる物品の管理では、バーコードリーダ装置が読みとることが出来
るのは一回の読み込みについて一個のバーコードであった。したがって、読み込めた場合
には読み込めた旨の応答が出力され、読み込めなかった場合には読み込めなかった旨の応
答がなされる。したがって読み込み可否の結果の確認は容易であった。
【０００５】
　無線タグの特徴として、複数の無線タグを同時に読み取ることが出来ることが挙げられ
る。これは、無線タグ送受信装置によって読み込み処理を行うと、無線タグ送受信装置で
読み込める範囲内に存在する無線タグの情報を全て読み込むことが出来るというものであ
る。この処理が正常に動作する場合は、無線タグが付された物品の検品等の作業の効率化
が可能となる。
【０００６】
　また、複数の無線タグの同時読み取りの際の読み取りミスを防止するために、複数の無
線タグ間で関連付け情報を有し、無線タグ送受信装置で読み込んだ際に関連付けが出来な
い場合は、読み取りミスがあるものとして出力する方法もある（例えば特許文献１参照。
）。
【特許文献１】特開２００２－９２１１４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、現実の無線タグによる物品管理では、無線タグを読み込む際に、なんらかの要
因により無線タグの読み込みが出来ない場合がある。
【０００８】
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　単一の無線タグの読み込みが失敗した場合は、読み込み失敗であることが容易に判別可
能である。しかし、複数の無線タグについて同時に読み込みを行った場合で、かつ、一部
の無線タグについては読み込みができなかった場合には、どの無線タグが読み取り成功で
あり、どの無線タグが読み取り失敗であるのかが不明である。そのため、一つずつの無線
タグに対して再度の読み直しを行う必要がある。この読み直しの作業は多大な作業量と時
間を要するものであった。
【０００９】
　また、複数の無線タグを無線タグ間で予め関連付けておき管理する方法の場合では、読
み込みに失敗していることが判るものの、全ての無線タグについて読み込みが成功しない
限り、何度もやり直す必要があった。また、無線タグの入れ替えがあった場合に対応でき
ない問題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、無線タグの情報を読み取る場合に無線タグから該無線タグ情報を受信する受
信手段と、前記無線タグ情報を受信した場合に、当該無線タグに対して表示依頼を送信す
る送信手段と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、無線タグに読み取り依頼情報を送信する第二の送信手段を更に有することを特徴
とする。
【００１２】
　また、前記第二の送信手段は更に、色情報を送信することを特徴とする。
【００１３】
　また、商品情報と色情報とを関連付けた色テーブルを有し、前記色テーブルの色情報に
基づき、色情報を送信することを特徴とする。
【００１４】
　また、前記第二の送信手段は更に、表示時間情報を送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、少なくとも無線タグ情報の読み込みが成功した無線タグについてのみ
表示が変化しているため、作業者は読み込めなかった無線タグと読み込めた無線タグとの
識別が容易になり作業の効率化が可能となる。
【００１６】
　また、本発明によれば、色情報を送信することが可能となるため、表示色の変更が可能
となり、更には、商品との組み合わせに応じた色が指定できるため、識別が容易となる。
【００１７】
　また、本発明によれば、表示時間を送信することが可能となるため、表示し続けること
による電池等の無駄を省くことが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
【実施例】
【００１９】
　図１は、システム構成図を示した図である。
【００２０】
　本実施例では、無線タグ情報送受信装置１０が、無線電波３０等を介して無線タグ２０
の情報を得るシステムを例とする。
【００２１】
　無線タグ情報送受信装置１０は、無線タグ情報送受信手段１１と処理手段１２を有し、
応答無線タグ管理テーブル４０、無線タグ商品関連テーブル５０および商品管理テーブル
６０と接続している。
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【００２２】
　無線タグ情報送受信手段１１は、無線タグ２０が有する情報に対して無線電波３０等を
介してアクセスする手段である。
【００２３】
　処理手段１２は、無線タグ情報送受信手段１１が無線タグ２０から受信した情報につい
て応答無線タグ管理テーブル４０に一時記憶する処理を行い、あるいは、無線タグ商品関
連テーブル５０および商品管理テーブル６０に記憶された情報に基づき無線タグ情報送受
信手段１１を介して無線タグ２０に送信する処理を行う。
【００２４】
　図２は、応答無線タグ管理テーブル４０のデータ構成を示した図である。
【００２５】
　応答無線タグ管理テーブル４０は、可読無線タグ４１が一時的に登録される。可読無線
タグ４１は、無線タグ情報送受信手段１１により無線タグ２０の情報の読み込みに成功し
た場合に、処理手段１２が一時的に記憶する情報であり、無線タグを識別するための識別
子情報である。
【００２６】
　複数の無線タグを読み取った場合は、読み込みに成功した無線タグが可読無線タグ４１
として記憶される。
【００２７】
　図３は、無線タグ商品関連テーブル５０のデータ構成を示した図である。
【００２８】
　無線タグ商品関連テーブル５０は、無線タグ識別子情報（例えばＲＦＩＤ技術で言われ
る個品識別番号）と商品の識別コード（例えばＪＡＮ（Ｊａｐａｎ　Ａｒｔｉｃｌｅ　Ｎ
ｕｍｂｅｒ）コード）とが組み合わされたテーブルであり、識別子情報５１と商品識別コ
ード５２とから構成される。なお、本無線タグ商品関連テーブル５０は予め登録されたも
のである。
【００２９】
　識別子情報５１は無線タグ２０の個々を識別する情報である。商品識別コード５２は当
該無線タグ２０が付された商品の種類を区別するための識別子であり、例えばＪＡＮコー
ド等である。
【００３０】
　図４は、商品管理テーブル６０のデータ構成を示した図である。
【００３１】
　商品管理テーブル６０は、商品の種類毎の情報を登録したテーブルであり、商品識別コ
ード６１、商品名６２、商品色情報６３および発光色６４で構成される。なお、本商品管
理テーブル６０は予め登録されたものである。
【００３２】
　商品識別コード６１は、商品識別コード５２と同じデータであり、商品の種類毎に付さ
れる識別子である。商品名６２は商品識別コード６１に対応する商品名である、商品色情
報６３は商品識別コード６１に対応する商品の色の情報である。発光色情報６４は無線タ
グ２０に発光色の指示をする場合には、その発光する色を設定するための色情報である。
商品色情報６３と発光色６４との色のバランスによっては、発光していることを作業者が
見落とすおそれがあるため、そのような不具合をなくすべく商品の色に応じて発光色を変
更可能とする情報である。無線タグ２０が有する発光色が単色である場合や、色を変化さ
せる必要がない場合には、発光色６４の設定は不要である。
【００３３】
　図８は無線タグ送受信装置１０のハードウェア構成の一例を示した図である。無線タグ
情報送受信装置１０には、アンテナ１８が取り付けられている。無線タグ情報送受信装置
１０はアンテナ１８を介して物品に付された無線タグ２０の情報の読出及び書込処理を行
う。
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【００３４】
　無線タグ情報送受信装置１０は、バスを介して演算部としてのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、演算に伴って発生する一時的な情報を記憶す
るメモリ（例えばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等）１２、キー
ボード、タッチパッド等からなる入力部１３、液晶ディスプレイ等の出力部１４、ハード
ディスク等の記憶部１５、モデム等のネットワーク接続部１６及びアンテナ１８等が接続
されている。
【００３５】
　ＣＰＵ１１は、バス１７を介して上述したハードウェア各部と接続されてお
り、ＣＰＵ１１はそれらを制御すると共に、記憶部１５に格納された制御プログラムに従
って、読み取り及び書き込み制御を含む種々のソフトウェア的機能を実行する。
【００３６】
　なお、上記構成は、一体となる形態でもよいし、また、無線タグとの送受信を行う携帯
端末と商品情報を管理するコンピュータ装置とを別構成とし、当該携帯端末とコンピュー
タ装置との間で無線、有線、あるいは可搬記憶媒体によって、情報を伝達可能な形態であ
ってもよい。
【００３７】
　無線タグ２０は、データ送受信手段２１、発光手段２２および計時手段２３を有し、発
光色テーブル７０と接続している。
【００３８】
　データ送受信手段２１は、無線タグ情報送受信装置１０から当該無線タグ２０の情報取
得依頼があった場合には当該情報を送信し、無線タグ情報送受信装置１０から当該無線タ
グ２０の情報の書替依頼があった場合には記憶している情報の更新、追加等を行う。
【００３９】
　発光手段２２は、無線タグ情報送受信装置１０から発光指示を受信した場合に発光する
機能を有する。
【００４０】
　計時手段２３は、時間を測定する手段である。本実施例では、発光指示を受信してから
予め定めた所定時間の発光を持続させる。その所定時間の計測を行うための機能である。
【００４１】
　図５は、発光色テーブル７０のデータ構成を示した図である。
【００４２】
　発光色テーブル７０は、発光色の番号指示を受信した場合に予めその番号に対応した色
を発光させるためのテーブルである。番号７１は、色を管理する番号である。発光色７２
は、番号７１に対応する色である。
【００４３】
　無線タグ２０のハードウェア構成は、図示しないが、ＩＣチップ及び無線通信手段を備
えており、ＩＣチップは、演算部、記憶部、電源整流部、及び送受信部を含む。無線通信
手段はＩＣチップの送受信部と接続してあるコイル状のアンテナであり、アンテナを介し
てデータを送受信する。
【００４４】
　アンテナが、無線タグ送受信装置１０からの電波信号を受信した場合、アンテナのアン
テナ線がコイル状であることから共振作用により起電力が発生する。発生した起電力によ
りＩＣチップが起動し、記憶部に記憶されている情報を信号化するとともに、送受信部か
ら受信した信号に基づいて演算部で演算処理を実行し、演算結果を記憶部へ記憶する。演
算部は、記憶部に記憶した演算結果を、送受信部を介して、アンテナから無線タグ送受信
装置１０へ送信する。また、発光指示があった場合は、発光部に当該信号を伝達し、発光
する機能を有する。この発光は、別電源によって可能である。発光はＬＥＤ、液晶、ラン
プ等により行う。発光のための電力がアンテナの起電力で足る場合は、外部電源を要しな
い。また、読み取れたことが視認可能であればよいため、発光には限定しない。例えば電
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子ペーパー等の原理により、発光ではないが読み取りが出来た場合と出来なかった場合と
で、視覚的に判別できる状態であればよい。
【００４５】
　以降において、作業者が、無線タグ情報送受信装置１０を用いて複数の無線タグを同時
に読み取った場合の処理の流れを説明する。
【００４６】
　図６は、無線タグ情報送受信装置１０の動作フローチャートを示した図である。
【００４７】
　無線タグ送受信装置１０が、無線タグ２０に対して、無線タグ２０の識別子情報の読み
込み指示を送信する（Ｓ１０１）。
【００４８】
　無線タグ２０はＳ１０１の電波信号に基づき当該無線タグの識別子情報を送信し、無線
タグ送受信装置１０は、当該識別子情報を受信する（Ｓ１０２）。
【００４９】
　無線タグ送受信装置１０は、無線タグの情報を受信できなかった場合は（Ｓ１０２：Ｎ
ｏ）、再度の依頼を試みる。あるいは、受信できない旨の出力を行う。
【００５０】
　一方、無線タグ送受信装置１０は、情報を受信できた場合は（Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、当
該受信した情報を可読無線タグ４１に一時記憶する。この場合に無線タグ送受信装置１０
の出力部１４に可読無線タグ４１情報を表示してもよい。
【００５１】
　その後、可読無線タグ４１に対応する識別子情報５１を無線タグ商品関連テーブル５０
から検索し、対応する商品識別コード５２を読み込む（Ｓ１０３）。
【００５２】
　無線タグ送受信装置１０は、Ｓ１０３で読み込んだ商品識別コード５２に対応する商品
管理テーブル６０の商品識別コード６１のデータレコードの発光色情報６４を読み込む（
Ｓ１０４）。
【００５３】
　無線タグ送受信装置１０は、情報を読み込んだ無線タグ２０に対して発光指示信号、及
び発光色６４を送信する（Ｓ１０５）。
【００５４】
　図７は、無線タグ２０の動作フローチャートを示した図である。
【００５５】
　無線タグ２０は、　無線タグ送受信装置１０から読込依頼信号を受信すると（Ｓ２０１
）、無線タグが有する識別子情報を返信する（Ｓ２０２）。
【００５６】
　その後、無線タグ２０は無線タグ送受信装置１０から発光色情報６４を伴う発光指示を
受信すると（Ｓ２０３）、対応する発光色で発光する（Ｓ２０４）。
【００５７】
　更に、所定時間の経過を判定し（Ｓ２０５）、所定時間が経過すると（Ｓ２０５：Ｙｅ
ｓ）、発光をやめる（Ｓ２０６）。所定時間は、無線タグ情報送受信装置１０で設定して
おき、発光指示情報と併せて所定時間情報も無線タグに送信する方式でも良いし、予め無
線タグ２０に設定しておくことも可能である。例えば所定時間を３０秒に設定した場合は
、無線タグ２０が発光指示を受信すると３０秒間発光する。
【００５８】
　以上により、本発明によれば、複数の無線タグに対して同時読み込みをした場合で、複
数の無線タグの内のいずれかの無線タグについて読み込みを失敗した場合において、読み
込めなかった無線タグについては発光しないため、作業者は読み込み失敗の無線タグを容
易に選別することが可能となり、再度の読み込みの作業の効率化が可能となる。
【００５９】
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　なお、発光してから一定時間後に消灯するのではなく、発光したら発光し続けることも
可能である。これは、発光状態であっても電力に問題がなければ特に消灯する必要はない
ためである。例えば一回目の検品時に点灯し、その後点灯し続け、２回目の検品時におい
て消灯するような方式である。
【００６０】
　また、処理が完了する毎に各状態での色に変色するものとしても良い。例えば一回目の
検品時では、赤色に変色し、２回目の検品時では青色に変色するような方式である。
【００６１】
　本実施例では、電池を内蔵せず近距離での交信が可能な無線タグである所謂パッシブ無
線タグを用いて説明したが、電池を内蔵し長距離での交信が可能な無線タグであるアクテ
ィブ無線タグを用いても実施可能である。
【００６２】
　アクティブ無線タグの場合は、無線タグ自身が無線タグ情報を発することが可能であり
、リーダから非接触電力を伝送される必要なく動作が可能である。したがって検品時では
、リーダ装置は、無線タグからの情報を受信した場合に発光信号を当該無線タグに送信す
ることで本発明を実現可能である。
【００６３】
　また、その場合に発光のための電源を共有させる構成とすることも可能である。
（付記１）
　無線タグとの情報の送受信を行う送受信装置であって、
　無線タグの識別情報を受信する受信手段と、
　前記識別情報を受信した場合に、該無線タグに対して表示依頼を送信する送信手段と、
を有することを特徴とする、送受信装置。
（付記２）
　前記受信手段により前記無線タグの情報を読み取る場合に、
　前記無線タグに読み取り依頼情報を送信する第二の送信手段を更に有することを特徴と
する、付記１記載の送受信装置。
（付記３）
　前記送信手段は更に、表示依頼と共に色情報を送信することを特徴とする、付記１記載
の送受信装置。
（付記４）
　商品情報と色情報とを関連付けた色テーブルを有し、
　前記送信手段は、前記色テーブルの色情報に基づき、色情報を送信することを特徴とす
る、付記３記載の送受信装置。
（付記５）
　前記送信手段は更に、表示時間情報を送信することを特徴とする、付記１記載の送受信
装置。
（付記６）
　無線タグとの情報の送受信を行う送受信プログラムであって、
　コンピュータを、
　無線タグの識別情報を受信する受信手段、
　前記識別情報を受信した場合に、該無線タグに対して表示依頼を送信する送信手段、
として機能させることを特徴とする送受信プログラム。
（付記７）
　前記受信手段において前記無線タグの情報を読み取る場合に、
　前記無線タグに読み取り依頼情報を送信する第二の送信手段を更に有することを特徴と
する、付記６記載の送受信プログラム。
（付記８）
　前記送信手段は更に、表示依頼と共に色情報を送信することを特徴とする、付記６記載
の送受信プログラム。
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（付記９）
　商品情報と発光色情報とを関連付けた色テーブルを有し、
　前記送信手段は、前記色テーブルの色情報に基づき、色情報を送信することを特徴とす
る、付記８記載の送受信プログラム。
（付記１０）
　前記送信手段は更に、表示時間情報を送信することを特徴とする、付記６記載の送受信
プログラム。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】システム構成図
【図２】応答無線タグ管理テーブル４０のデータ構成
【図３】無線タグ商品関連テーブル５０のデータ構成
【図４】商品管理テーブル６０のデータ構成
【図５】発光色テーブル７０のデータ構成
【図６】無線タグ情報送受信装置１０の動作フローチャート
【図７】無線タグ２０の動作フローチャート
【図８】ハードウェア構成の一例
【符号の説明】
【００６５】
　１０　無線タグ情報送受信装置
　２０　無線タグ
　３０　無線
　４０　応答無線タグ管理テーブル
　５０　無線タグ商品関連テーブル
　６０　商品管理テーブル
　７０　発光色テーブル
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